食祭　珠洲まるかじり「食のテント村」出店募集内容


【１．出店条件】
　　●『珠洲』の食祭イベントです。原則として珠洲の特産品販売を心掛けてください。
飲食店等をお考えの方は、趣旨を十分ご理解いただき、珠洲産の食材を使用して下さい。
　●食品を調理・販売する場合は保健所の許可が必要です。臨時飲食店営業届は主催者側で取りまとめて申請をしますので、該当出店者は様式２「飲食物取扱ヒアリングシート」に必要事項を記入してください。

●酒類の販売を行われる方は、輪島税務署で「期限付酒類販売免許」を必ず各自で取得して下さい。
　●市内の申込者を優先します。市外からのお申込みについては、地元出店希望者等の出品物と類似、又は競合するお申込みは、お断りをする場合があります。尚、申込多数の場合は前述内容等を加味し、主催者側で選考します。
　●ブースの位置は主催者において決めさせていただきます。
　　●出店に関する権限について、他の者に転貸または営業委託、若しくは名義貸し等をすることは禁止いたします。
【２．基本出店料】

　　●１小間につき 5,000円～
　　●小間追加　1小間5,000円～
【３．ブース概要】

　　●屋外テント1小間（3.6m×3.6m）
　　●1小間につき机2台、いす2脚
→机・いすの追加申込みされる場合は机1台（いす1脚）につき500円 をご負担願います。

→電気を使用される場合は、電気設備費の負担を願います。
電気設備費（単層100v）／1,500wまで1,500円（追加1,000w毎3,000円）
→水道の利用については、ブース外に共同の給排水設備を用意します。
【４．火気の使用について】

　　●火気器具を取扱う方は「消火器」の準備が必須となります。

　　　　→≪火気器具とは≫個体、気体、液体燃料又は電気を使用する器具

（炭、LPガス、ガソリンを使用する器具、携帯用発電機、IHコンロなど）
　　　　→消火器の用意が困難な方は、レンタル（2,500円）もあります。
【５．出店取り消しなどの対応について】

　　●出店が決定した後に辞退されると、多くの方にご迷惑がかかることになりますので、そのような事がないようにして下さい。仮に辞退されることで主催者に金銭的な負担が生じた場合はご請求させていただきます。責任をもって事後処理にあたっていただくようお願いします。

　　●イベント運営ならびに事務局業務に支障をきたすと判断した場合（事前準備、確認、連絡、当日運営などに対し対応が滞るなど）、出店を取りやめていただく場合があります。
　　●主催者は、天災その他不可抗力の原因により、開催を中止させていただく場合があります。主催者は、これによって生じた損害は補償いたしません。なお、中止の場合であっても出店料の返金は致しませんので予めご了承下さい。
【６．出店申込方法】

　　●別紙様式1「出店申込書」（必要な方は様式2「飲食物取扱ヒアリングシート」も）に必要事項をご記入の上、以下の申込先へ郵送・ＦＡＸ・メールで期日までにお申し込みください。

　　　・申込先…　〒927-1215　珠洲市上戸町北方1-6-2 
珠洲食祭実行委員会事務局(珠洲市観光交流課内)
　　　　　　　　　　TEL：０７６８－８２－７７７６／FAX：０７６８－８２－５２２０
　　　　　　　　　　Mail：kankou@city.suzu.lg.jp
　　●申込書提出期限
　　　令和８年１月１６日（金）

